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こ
と
し
こ
そ
は

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
元
旦
の

空
に
勢
い
よ
く
凧
が
上
が
っ
て
い
る
光

景
を
見
る
に
つ
け
、
今
年
も
一
年
が
始

ま
る
の
だ
と
覚
悟
を
新
た
に
い
た
し
ま

す
。
昨
年
の
全
仏
は
、
特
別
委
員
会
の

ラ
ッ
シ
ュ
で
追
い
ま
く
ら
れ
、
腰
を
す

え
て
仕
事
が
出
来
な
か
っ
た
よ
う
な
気

が
い
た
し
ま
す
。
今
年
も
仏
教
界
に
と

り
ま
し
て
問
題
が
山
積
し
て
お
り
、
決

し
て
楽
な
一
年
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
諸
問
題
の
苦
し
み

の
中
に
全
仏
が
本
来
進
ん
で
ゆ
く
べ
き

道
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
と
、

あ
た
ら
安
易
な
対
応
は
ゆ
る
さ
れ
な
い

で
し
ょ
う
。
全
量
と
し
て
ど
う
し
て
も

進
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
に
ル

ン
ビ
ニ
開
発
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
五
十

三
年
の
第
十
二
回
W
F
B
日
本
大
会
に

お
い
て
決
議
さ
れ
、
仏
教
徒
一
人
一
が

募
金
を
提
唱
し
運
動
を
進
め
て
ま
い
り

ま
し
た
が
、
具
体
的
成
果
は
何
一
つ
上

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
世
界
三
大
宗
教
の

う
ち
聖
地
が
荒
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
の
は
仏
教
の
ル
ン
ビ
ニ
だ
け
で
す
。

私
達
仏
教
徒
は
、
一
日
も
早
く
宗
派
の

垣
を
越
え
て
ル
ン
ビ
ニ
開
発
に
協
力
せ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
全
仏
だ
け
で
は
な
く
政
界
、
財
界

の
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
今
年
こ
そ

前
進
さ
せ
た
い
決
意
で
す
。
　
　
（
N
）
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●
使
命
達
成
に
ご
協
力
、
ご
道
愛
を

会長秦
全
日
本
仏
教
会
会
長
秦

　
新
春
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
心
か
ら
慶
賀
の

意
を
表
し
、
各
位
の
御
健
勝
を
祈
念
す
る
と
と

も
に
、
内
外
の
諸
情
勢
に
仏
教
徒
と
し
て
、
あ

や
ま
り
な
き
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま

す
。　
わ
が
国
は
経
済
発
展
を
と
げ
、
国
土
の
繁
栄

と
国
民
生
活
の
向
上
は
驚
歎
す
べ
き
も
の
が
あ

り
、
今
や
世
界
各
国
よ
り
玉
眼
視
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
こ
の
発
展
に
は
多
く
の
犠
牲
の
上
に

成
り
立
っ
て
き
た
も
の
で
、
物
質
面
に
も
、
精

神
面
に
も
多
く
の
深
刻
な
問
題
と
し
て
現
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
特
に
青
少
年
非
行
な
ど
の
社
会

問
題
は
倫
理
道
徳
面
の
欠
如
と
も
い
わ
れ
、
精

神
面
の
充
実
強
化
は
仏
教
徒
の
使
命
で
あ
り
責

務
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
世
界
に
目
を
む
け
ま
す
と
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
内
、
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
な
ど
、
世
界

、

慧
玉

平
和
は
掛
声
だ
け
と
い
う
実
情
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト

や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
遺
跡
な
ど
が
戦
禍
に
あ
う

な
ど
様
々
の
問
題
が
当
面
し
、
そ
の
解
決
を
求

め
て
お
り
ま
す
。
W
F
B
大
会
に
お
い
て
も
、

「
平
和
と
調
和
に
向
っ
て
実
践
す
る
」
と
の
決

議
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
い
に
努
力
せ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
同
じ
く
決
議
さ
れ
ま
し
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
完
全

復
興
へ
の
協
力
に
つ
い
て
も
、
仏
教
出
現
の
故

園
復
興
は
、
私
達
仏
教
徒
の
責
務
と
考
え
、
今

春
、
私
し
も
現
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
視
察
を
い
た

す
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
聖
地
復
興
に
つ
き
ま

し
て
、
こ
の
運
動
の
よ
り
一
層
の
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
年
頭
に
あ
た
り
、
本
来
の
使
命
達
成
の
た
め

に
各
位
の
ご
協
力
、
ご
鶴
野
を
切
願
い
た
し
ま

し
て
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

諸
問
題
に
全
力
投
球

全
日
本
仏
教
会
理
事
長

鱒淵理事長

昭
和
五
十
六
年
の
新
し
い
年
を
迎
え
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
全
冊
理
事
長
に
ご
推
薦
を
い

た
だ
い
て
一
年
、
駄
馬
に
む
ち
打
ち
ま
し
て
努

力
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
全
仏
と
い
た
し
ま
し
て
は
諸
問
題
が
山
積
み

さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
各
宗
派
、
県
仏
、
団
体

の
ご
協
力
を
得
て
、
全
仏
機
構
改
革
委
、
同
和

特
別
委
、
セ
ン
タ
ー
設
立
委
、
ル
ン
ビ
ニ
開
発

鱒
渕
正
浩

準
備
委
な
ど
の
委
員
会
に
お
い
て
解
決
に
あ
た

る
べ
く
全
力
投
球
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
そ
の

他
に
、
税
制
問
題
や
全
仏
大
会
の
開
催
、
未
加

盟
県
仏
、
檀
信
徒
の
組
織
化
な
ど
枚
挙
に
限
り

あ
り
ま
せ
ん
。
皆
様
方
の
格
別
の
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
。

　
第
二
十
七
回
の
懸
仏
大
会
で
は
、
八
十
年
代

の
仏
教
の
在
り
方
を
さ
ぐ
る
べ
く
討
議
が
な
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
第
十
三
回
W
F
B
大
会
で

は
、
現
代
生
活
に
お
け
る
仏
教
の
実
践
な
ど
が

論
議
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
激
動
す

る
社
会
情
勢
を
的
確
に
ふ
ま
え
ま
し
て
、
こ
れ

ら
の
討
議
を
糧
と
し
、
時
代
の
要
請
に
応
え
ら

れ
る
よ
う
、
仏
教
徒
が
一
丸
と
な
っ
て
努
力
精

進
を
誓
い
合
い
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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テ
ー
マ
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籔
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無
難
懇

完
全
参
加
と
平
等

理
解
、
納
得
、
協
力
が
必
要

今
年
は
「
国
際
障
害
者
年
」
で
す
。
こ
れ
は

国
連
が
一
九
七
六
年
の
第
三
十
一
回
総
会
に
お

い
て
、
一
九
八
一
年
を
「
国
際
障
害
者
年
」
と

す
る
こ
と
を
全
会
一
致
で
決
議
し
、
婦
人
年
、

児
童
年
に
続
く
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
「
完
全
参

加
と
平
等
」
を
テ
ー
マ
に
障
害
者
の
身
体
的
精

神
的
適
合
の
援
助
な
ど
を
世
界
の
規
模
で
推
し

進
め
る
も
の
で
す
。

　
一
口
に
障
害
者
と
い
っ
て
も
、
障
害
の
程
度

状
況
も
種
々
で
あ
り
、
交
通
事
故
、
、
精
神
障
害

耳
や
目
の
不
自
由
な
人
、
悩
性
マ
ヒ
、
公
害
や

薬
害
に
よ
る
障
害
と
色
々
で
す
が
、
そ
の
数
は

世
界
で
四
億
人
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
で
も
対
策
費
の
増
額
や
、
い
ろ
い
ろ
な

計
画
が
な
さ
れ
実
行
に
移
さ
れ
ま
す
が
、
や
は

り
正
確
な
実
態
の
掌
握
が
ま
ず
必
要
で
あ
り
、

特
に
き
め
細
か
な
施
策
が
望
ま
れ
ま
す
。

　
経
済
保
障
、
労
働
、
生
活
環
境
、
医
療
、
教

育
な
ど
問
題
は
山
積
み
の
状
態
で
あ
り
、
障
害

者
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
感
も
ぬ
ぐ
い
さ
ら
れ

て
お
ら
ず
、
本
当
の
福
祉
と
い
わ
れ
る
道
は
ま

だ
ま
だ
遠
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
テ
ー
マ
で
あ
る
「
完
全
参
加
と
平
等
」
の
実

現
に
は
、
こ
れ
ら
山
積
み
さ
れ
た
問
題
解
決
と

と
も
に
、
よ
り
啓
発
し
て
国
民
一
人
一
人
の
理

解
と
協
力
が
最
大
限
必
要
で
す
。

　
全
盲
で
教
師
資
格
を
取
得
し
た
人
、
三
重
苦

を
闘
い
ぬ
い
た
人
、
手
足
の
マ
ヒ
を
克
服
し
た

国
際
障
害
者
年

テ
ー
マ
と
目
的

　
（
テ
ー
マ
）

　
「
完
全
参
加
と
平
等
」
で
す
。
”
参
加
”
と
は

社
会
生
活
そ
の
も
の
と
、
そ
の
発
展
へ
の
貢
献

の
み
な
ら
ず
、
政
策
決
定
段
階
へ
の
障
害
者
の

参
加
を
意
味
し
ま
す
。
”
平
等
”
と
は
他
の
国
民

と
同
じ
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

国
の
社
会
経
済
の
発
展
に
よ
る
利
益
の
平
等
な

配
分
を
受
け
る
こ
と
で
す
。

　
（
目
的
）

　
一
、
障
害
者
の
社
会
へ
の
身
体
的
お
よ
び
精

神
的
適
合
を
援
助
す
る
こ
と
。

　
一
、
障
害
者
に
対
し
て
適
切
な
援
護
、
訓
練

　
あ
り
ま
す
。
し
か
し
「
同
情
で
な
く
、
正
し
く

　
理
解
し
て
ほ
し
い
と
思
う
」
と
い
う
声
は
、
我

　
々
に
何
を
求
め
て
い
る
か
を
示
唆
し
て
い
ま

　
す
。

　
　
仏
教
界
で
も
、
東
北
福
祉
大
や
日
本
福
祉
大

　
で
の
福
祉
推
進
や
、
点
字
、
ア
イ
バ
ン
ク
運
動

　
な
ど
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
地
道
に
奉
仕
し
て

　
い
る
人
も
多
く
、
ま
た
宗
派
で
障
害
者
問
題
に

　
理
解
を
深
め
活
躍
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

　
る
が
、
ま
だ
ま
だ
一
部
の
僧
侶
の
自
覚
に
た
よ

　
っ
て
い
る
現
状
で
す
。
「
一
切
衆
生
の
苦
し
み

　
を
、
自
か
ら
の
苦
し
み
と
す
る
」
の
自
覚
を
も

　
ち
、
よ
り
一
層
の
理
解
が
望
ま
れ
ま
す
。

治
療
お
よ
び
指
導
を
行
な
い
、
適
当
な
雇
用
の

機
会
を
創
出
し
、
ま
た
障
害
者
の
社
会
に
お
け

る
十
分
な
適
合
を
確
保
す
る
た
め
国
内
的
お
よ

び
国
際
的
努
力
を
促
進
す
る
こ
と
。

　
一
、
障
害
者
が
日
常
生
活
に
お
い
て
、
実
際

に
参
加
す
る
こ
と
、
例
え
ば
公
共
建
築
物
お
よ

び
交
通
機
関
を
利
用
し
や
す
く
す
る
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
奨
励
す
る
こ
と
。

　
一
、
障
害
者
が
経
済
社
会
お
よ
び
政
治
活
動

の
多
方
面
に
参
加
し
、
お
よ
び
貢
献
す
る
権
利

を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
般
の
人
々
を
教

育
し
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

　
一
、
障
害
者
の
発
生
予
防
お
よ
び
リ
ハ
ビ
リ

テ
イ
シ
ョ
ン
の
た
め
効
果
的
施
策
を
推
進
す
る

こ
と
。
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世
界
仏
教
徒
連
盟
（
W
F

B
）
創
立
三
十
周
年
を
記
念

す
る
第
十
三
回
世
界
仏
教
徒

会
議
は
「
現
代
生
活
に
お
け

る
仏
教
の
実
践
」
を
テ
ー
マ

と
し
て
世
界
四
十
の
加
盟
セ

ン
タ
ー
か
ら
約
二
百
名
の
正

式
代
表
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が

参
加
し
、
タ
イ
国
の
バ
ン
コ

ク
市
と
チ
ェ
ン
マ
イ
市
を
会
場
と
し
て
、
十
一

月
二
十
一
日
よ
り
二
十
九
日
ま
で
、
十
日
間
に

わ
た
り
開
催
さ
れ
た
。

日
本
か
ら
は
、
上
野
頼
栄
狸
下
（
全
仏
副
会

長
、
真
言
宗
智
山
派
管
長
）
、
勝
部
定
昭
全
仏
組

織
局
長
、
山
本
ス
ギ
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
理

事
長
、
安
本
利
正
全
仏
国
際
文
化
局
長
、
磯
山

福
正
子
仏
文
化
部
長
の
津
名
が
、
代
表
団
と
し

て
参
加
し
た
。
ま
た
W
F
B
本
部
執
行
委
員
で

㊤各国からの代表を集めてにぎやかな開会式。㊦は
全体会議に出席の上野首席代表（中央）

あ
る
鎌
田
野
仏
国
際
部
長
の
代
理
と
し
て
、
市

村
承
乗
氏
が
参
加
し
た
。

　
　
　
　
　
1
◇
1

　
会
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
国
が
ら
の
衣
装
を
ま

と
っ
た
僧
俗
一
体
と
な
っ
た
代
表
団
が
、
二
年

ぶ
り
の
再
会
を
喜
び
あ
う
和
や
か
な
雰
囲
気
の

中
で
、
幕
が
あ
け
ら
れ
た
。
全
仏
加
盟
諸
団
体

よ
り
寄
せ
ら
れ
た
八
百
万
円
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
難

民
救
援
金
は
各
国
代
表
団
の
拍
手
の
中
開
会
式

冒
頭
、
上
野
頼
栄
全
仏
副
会
長
よ
り
、
寄
付
者

名
簿
と
と
も
に
、
W
F
B
会
長
プ
ー
ン
氏
に
手

渡
さ
れ
た
。
開
会
式
に
は
、
全
仏
前
会
長
大
谷

光
真
鳳
雛
、
中
山
理
々
氏
も
、
来
賓
と
し
て
参

加
さ
れ
た
。

　
十
日
間
に
わ
た
る
会
議
は
、
各
国
代
表
団
に

よ
り
終
始
熱
心
な
討
議
が
続
け
ら
れ
、
役
員
の

改
選
、
提
出
議
題
の
採
択
、
大
会
宣
言
の
採
択

な
ど
、
当
初
の
予
定
を
滞
り
な
く
消
化
を
し
て

二
十
九
日
の
閉
会
式
を
迎
え
た
。

　
今
回
は
ま
た
特
に
、
「
現
代
生
活
に
お
け
る
仏

教
の
実
践
」
の
大
会
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ジ
ョ

ン
、
ブ
ロ
フ
ェ
ル
ド
氏
（
英
国
）
司
会
の
も
と
、

K
・
S
・
フ
ァ
ン
グ
氏
（
カ
ナ
ダ
）
、
市
村
承
乗

氏
（
日
本
）
、
S
・
ナ
ヴ
ァ
ン
ア
ニ
グ
氏
（
タ
イ
）
、

K
・
H
・
ゴ
ッ
ト
マ
ン
氏
（
独
）
の
四
氏
に
よ

り
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、

僧
俗
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け
る
仏
教
者
の
実

践
の
あ
る
べ
き
姿
が
模
索
さ
れ
た
。

　
総
じ
て
、
仏
教
国
タ
イ
な
ら
で
は
の
心
の
こ

も
っ
た
歓
迎
を
受
け
て
各
国
代
表
団
は
帰
途
に

つ
い
た
の
で
あ
る
が
、
W
F
B
本
部
の
運
営
も
、

今
回
の
大
会
の
運
営
も
、
そ
の
多
く
を
タ
イ
政

府
の
援
助
に
頼
っ
て
い
る
現
状
を
考
え
る
時
、

W
F
B
の
財
政
的
基
盤
の
確
立
こ
そ
急
務
で
あ

一4一
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そ
れ
ぞ
れ
お
国
の
衣
装
で
参
加
の
総
会

＝

る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
日
本
代
表

団
の
み
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、

そ
れ
に
応
え
る
だ
け
の
財
力
と
い
う
と
、
今
回

の
大
会
で
加
盟
団
体
の
年
会
費
が
、
五
十
ド
ル

か
ら
百
ド
ル
に
値
上
げ
さ
れ
た
が
、
こ
の
会
費

す
ら
滞
り
が
ち
な
加
盟
団
体
の
現
状
を
見
る
と

き
、
今
後
の
W
F
B
の
方
向
に
一
抹
の
不
安
を

感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
過
去
十
二
回
の
大
会
に
お
い
て
、
い
く
つ
も

の
決
議
が
採
決
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
十

二
分
に
執
行
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
も
、

W
F
B
の
財
政
的
基
盤
の
弱
さ
に
、
そ
の
源
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

釈
尊
生
誕
の
聖
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
開
発
に
つ

い
て
も
、
ネ
パ
ー
ル
代
表
の
ロ
ッ
ク
・
ダ
ル
シ

ャ
客
畳
よ
り
総
会
の
席
上
に
お
い
て
、
ア
ピ
ー

ル
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
、
巨
額
の
費
用
の

必
要
と
さ
れ
る
計
画
で
あ
り
、
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
の
現
状
と
照
ら
し
合
せ
て
考
え
る
と
、
日
本

ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
な
ど
四
項
目

大
会
宣
言
＝

　
十
一
月
二
十
二
日
よ
り
二
十
八
日
に
か
け
て

タ
イ
国
バ
ン
コ
ク
市
、
チ
ェ
ン
マ
イ
市
で
開
催

さ
れ
た
「
第
十
三
回
世
界
仏
教
徒
会
議
」
は
タ

イ
仏
教
会
お
よ
び
タ
イ
仏
青
の
共
催
で
行
な
わ

れ
、
参
加
せ
る
世
界
各
地
の
代
表
は
、
W
F
B

憲
章
に
の
っ
と
り
仏
教
徒
間
相
互
提
携
、
友
愛

を
増
進
し
、
人
類
の
平
和
と
調
和
を
現
成
す
べ

く
確
信
し
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
現
代
世
界
情
勢
を
念
頭
に
、
我
々
は
一
九
七

八
年
に
日
本
大
会
で
の
宣
言
に
あ
る
二
ヵ
条
を

支
持
す
る
こ
と
を
繰
返
し
て
畏
し
の
べ
る
。

　
一
、
我
々
は
世
界
共
同
体
を
達
成
す
べ
し
と

い
う
最
終
目
的
に
沿
い
、
平
和
と
調
和
に
向
っ

て
実
践
す
べ
く
、
世
界
に
お
け
る
他
の
宗
教
的

人
道
的
組
織
と
も
共
同
し
て
努
力
す
る
。

　
一
、
我
々
は
、
釈
尊
生
誕
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
の

完
全
復
興
に
協
力
す
る
。

　
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
悲
惨
な
お
び
た

だ
し
い
難
民
問
題
や
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
衝
突

と
し
て
、
ど
こ
ま
で
協
力
す
る
の
か
、
で
き
る

の
か
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
、
風
俗
、
習
慣
の
ち
が

い
を
越
し
て
、
世
界
の
仏
教
徒
が
、
一
堂
に
会

し
、
会
議
を
催
す
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
W
F
B
の
経
済
的
基
盤
の
確

立
、
大
会
に
お
け
る
決
議
事
項
の
執
行
な
ど
、

焦
眉
の
問
題
に
つ
い
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の

目
は
、
世
界
有
数
の
富
め
る
国
、
教
育
立
国
の

国
、
日
本
に
対
し
て
、
強
く
注
が
れ
て
い
る
。

　
W
F
B
の
将
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、

日
本
仏
教
徒
の
果
す
べ
き
役
割
は
、
今
後
、
ま

す
ま
す
、
大
き
く
な
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
W
F
B
本
部
事
務
次
長
と
し
て
、
バ

ン
コ
ク
に
お
い
て
、
長
期
間
に
わ
た
り
ご
苦
労

い
た
だ
い
て
い
る
小
谷
亀
太
郎
氏
に
対
し
て
、

上
野
副
会
長
言
下
よ
り
感
謝
状
と
記
念
品
の
贈

呈
が
な
さ
れ
、
同
氏
の
多
年
の
労
を
謝
し
た
こ

か
ら
生
つ
る
混
迷
と
動
よ
う
す
る
人
心
の
、
現

代
世
界
情
勢
に
深
く
関
連
し
て
、
我
々
は
更
に

次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
我
々
は
、
苦
難
に
あ
え
ぐ
不
幸
な
難
民
の

苦
痛
を
や
わ
ら
げ
る
べ
く
、
可
能
な
限
り
の
援

助
に
最
善
の
尽
力
を
な
し
、
彼
等
を
故
国
へ
帰

す
べ
く
、
安
全
と
警
備
を
保
障
し
、
宗
教
の
尊

厳
と
、
基
本
的
人
権
、
言
論
の
自
由
を
共
有
す

る
よ
う
、
世
界
の
す
べ
て
の
国
々
に
対
し
て
ア

ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

　
②
我
々
は
、
宗
教
的
実
践
と
人
道
上
の
援
助

は
究
極
の
宗
教
的
達
成
と
人
類
生
活
の
改
善
を

助
長
す
る
、
確
固
た
る
精
神
の
創
造
に
貢
献
す

る
も
の
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
を
付
記
す
る
。

採
択
さ
れ
た
案
件

本
大
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
案
件
は
左
記

の
通
り
　
．

一
、
役
員
（
任
期
四
ケ
年
）

　
会
長
プ
ー
ン
・
ピ
ス
マ
イ
・
デ
ィ
ス
ク
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妃
殿
下
（
タ
イ
）

　
副
会
長
○
秦
慧
玉
（
日
本
）

　
　
　
　
○
サ
ン
ヤ
・
ダ
ル
マ
サ
ク
テ
ィ
（
タ

　
　
　
　
　
イ
）

　
　
　
　
O
S
・
ミ
ヤ
バ
ラ
（
米
国
）

　
　
　
　
○
ク
ー
・
リ
ォ
ン
・
フ
ン
（
マ
レ
ー

　
　
　
　
　
シ
ヤ
）

　
　
　
　
○
ピ
ッ
ト
・
ケ
ン
・
フ
ィ
（
シ
ン
ガ

　
　
　
　
　
ポ
ー
ル
）

　
　
　
　
O
S
・
D
・
デ
リ
コ
フ
（
ソ
連
）

　
　
　
　
○
プ
サ
ン
・
キ
ン
（
韓
国
）

　
　
　
　
O
J
・
イ
チ
ン
ホ
ロ
（
外
蒙
古
）

　
　
　
　
○
ア
ム
リ
タ
ナ
ン
ダ
（
ネ
パ
ー
ル
）

　
　
　
　
○
ア
ル
バ
ー
ト
・
エ
デ
ィ
リ
シ
ン
ゲ

　
　
　
　
　
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）

　
　
　
　
○
ア
ギ
ィ
・
ト
ジ
ェ
ト
ジ
ェ
（
イ
ン

　
　
　
　
　
ド
ネ
シ
ア
）

　
　
　
　
O
R
・
S
・
ガ
ヴ
ィ
（
イ
ン
ド
）

常
設
委
員
会
委
員
長

　
一
、
財
政
委
員
会

　
　
　
ア
ギ
ィ
・
チ
ュ
イ
チ
ュ
イ
（
イ
ン
ド
ネ

　
　
　
シ
ア
）

　
二
、
出
版
・
広
報
・
教
育
・
文
化
・
芸
術
委

　
　
　
員
会

　
　
　
L
・
G
・
ヘ
イ
ッ
ゲ
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
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三
、

四
、

五
、

六
、

布
教
委
員
会

A
・
エ
デ
リ
ン
ゲ
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）

人
道
奉
仕
委
員
会

安
本
利
正
（
全
仏
国
際
文
化
局
長
）

団
結
と
連
帯
委
員
会

ク
ー
・
レ
オ
ン
・
フ
ン
（
マ
レ
ー
シ
ャ
）

青
年
委
員
会

　
　
ブ
ン
ヨ
ン
・
ボ
ン
グ
ヴ
ァ
ニ
ィ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
タ
イ
）

執
行
委
員
会
委
員

一
、
○
テ
ー
・
テ
ン
・
チ
ュ
ー
（
マ
レ
ー
シ

　
ャ
）
○
ス
タ
ン
レ
イ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
（
ス

　
リ
・
ラ
ン
カ
）

○
ス
ナ
オ
　
ミ
ヤ
バ
ラ
（
ア
メ
リ
カ
）

タイのダンスを踊って一行を歓迎する子供たち。

○
全
仏
国
際
部
長
（
日
本
）

採
択
さ
れ
た
決
議

日
本
提
出
議
題

一
、
全
世
界
で
救
援
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対

し
て
、
敏
速
な
救
援
活
動
を
行
う
た
め
に
、
W
、

F
、
B
、
本
部
内
に
、
「
救
援
奉
仕
事
務
局
－
－

　
国
国
ピ
一
国
「
o
◎
国
男
く
一
〇
国
　
　
　
O
閃
閃
一
〇
国
」

を
設
置
し
、
加
盟
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
基
金
を
統

括
し
、
敏
速
な
救
援
活
動
を
行
う
こ
と
。

二
、
仏
陀
の
教
え
は
、
時
代
を
越
え
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
、
様
々
な
展
開
を
し
て
、

今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
陀
の

教
え
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
そ
の
時

の
状
況
に
応
じ
て
、
社
会
で
起
き
た
様
々
な
問

題
に
対
し
て
、
適
切
な
る
対
応
を
し
て
き
た
結

、
隠
蟹
、

．
汽
罐
、

熱
心
な
討
議
が
展
開
さ
れ
る
分
科
会

果
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、
世
界
の
仏
教
徒

に
と
っ
て
、
最
も
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
様

々
に
解
釈
さ
れ
、
適
用
さ
れ
て
き
た
仏
陀
の
教

え
を
、
世
界
中
の
仏
教
徒
が
、
理
解
し
合
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
た
め
に
、
奇
跡
、
迷
信
、
他
の
宗
教
に

対
す
る
考
え
方
、
女
性
の
地
位
、
戦
争
の
危
機

貧
困
、
科
学
、
自
然
資
源
の
減
少
、
人
口
増
加

な
ど
な
ど
に
つ
い
て
、
加
盟
セ
ン
タ
ー
は
そ
れ

ぞ
れ
の
セ
ン
タ
ー
の
考
え
方
を
提
出
し
、
出
版

す
る
こ
と
。

三
、
今
日
難
民
救
援
活
動
に
と
っ
て
、
最
も
肝

要
な
こ
と
は
、
難
民
の
生
活
の
自
立
で
あ
る
。

特
に
両
親
を
亡
く
し
た
る
子
供
た
ち
に
と
っ

て
、
こ
の
自
立
は
、
大
変
難
し
い
状
態
に
あ
り
、

こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
だ
ま
だ
仏
教
徒
の
救
援

活
動
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
、

救
援
を
必
要
と
し
て
い
る
子
供
に
対
し
て
、
教

育
資
金
の
援
助
と
、
里
親
運
動
を
実
現
す
る
鴨

四
、
前
回
の
大
会
に
お
い
て
、
継
続
審
議
と
な

っ
て
い
た
仏
陀
暦
の
件
は
、
W
、
F
、
B
本
部

内
に
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
再
度
、
問
題
の

研
究
と
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
研
究
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

他
セ
ン
タ
ー
提
出
議
題

◎
財
政
委
員
会

　
一
、
W
、
F
、
B
本
部
の
運
営
費
用
の
増
大

を
ま
か
な
う
た
め
、
加
盟
セ
ン
タ
ー
の
年
間
費

を
五
十
ド
ル
か
ら
百
ド
ル
に
値
上
げ
す
る
。

◎
出
版
・
広
報
・
教
育
・
文
化
・
芸
術
委
員
会

　
一
、
世
界
が
直
面
し
て
い
る
様
々
な
問
題
に

対
し
て
、
加
盟
セ
ン
タ
ー
の
み
で
、
そ
の
解
決

手
段
を
模
索
す
る
の
み
で
な
く
、
全
世
界
の
仏
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教
指
導
者
と
学
者
に
よ
る
国
際
会
議
を
催
す
と

と
も
に
、
必
要
な
地
域
に
対
し
て
、
親
善
調
査

団
を
任
命
す
る
こ
と
。

　
二
、
全
世
界
に
お
け
る
仏
教
遺
跡
崩
壊
の
危

機
に
か
ん
が
み
、
国
連
と
ユ
ネ
ス
コ
に
対
し
て

文
学
者
と
考
古
学
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
委
員

会
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
望
し
、
ぬ
っ
て
、
遺

跡
の
実
態
の
調
査
と
、
保
護
に
あ
た
る
こ
と
。

次
回
開
催
地
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

◎
布
教
委
員
会

　
諸
国
の
幾
多
の
要
請
に
の
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
我
々
に
と
っ
て
、
最
も
緊
急
な
こ
と
は
、

仏
教
の
実
践
を
国
々
に
広
め
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
布
教
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
本
、

講
義
な
ど
を
用
意
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
学
校
も
必
要
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
セ
ン
タ
ー
の
責
任
に
お
い
て
、
そ
の
基
金
を

調
達
す
る
こ
と
。

◎
人
道
奉
仕
委
員
会

一、

J
ン
ボ
ジ
ア
難
民
の
悲
惨
な
状
況
に
か
ん

が
み
、
国
連
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
関
係
機
関

数
々
の
成
果
を
あ
げ
て
迎
え
た
閉
会
式

に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
難
民
が
、
母
国
に
帰
り
、
自

分
の
信
条
に
従
っ
て
、
生
活
で
き
る
よ
う
に
、

訴
え
る
こ
と
。

◎
団
結
と
連
帯
委
員
会

一
、
戦
争
を
防
止
し
、
世
界
平
和
に
資
す
る
た

め
、
平
和
を
愛
好
す
る
宗
教
団
体
の
み
な
ら
ず

非
宗
教
団
体
と
の
連
係
を
深
め
る
、
文
化
団
体

と
の
交
流
を
進
め
る
、
仏
教
僧
侶
を
派
遣
し
、

指
導
に
あ
た
る
こ
と
。

◎
青
年
委
員
会

一
、
友
好
、
親
善
、
団
結
に
資
す
る
た
め
に
、

青
年
仏
教
徒
の
国
際
交
流
計
画
を
組
織
す
る
こ

と
。
具
体
的
に
は
布
教
、
文
化
、
芸
術
、
青
年

仏
教
徒
の
活
動
の
交
流
を
最
重
点
と
す
る
こ

と
。二
、
「
国
際
青
年
の
年
」
の
た
め
の
具
体
的
な
青

年
の
計
画
を
作
成
す
る
た
め
に
ス
リ
ラ
ン
カ
仏

教
青
年
会
に
よ
る
国
際
仏
教
青
年
会
議
を
一
九

八
一
年
、
ス
リ
・
ラ
ン
カ
に
お
い
て
開
催
す
る

こ
と
。

三
、
様
々
な
伝
統
と
言
語
の
も
と
に
あ
る
仏
教

書
を
適
切
に
保
有
す
る
た
め
に
、
本
部
に
、
国

際
仏
教
図
書
館
を
設
置
す
る
こ
と
。

1
1
第
十
四
回
W
F
B
大
会
開
催
地
一

　
一
九
八
二
年
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
F
・
1
）

荒
廃
す
る
パ
ゴ
ダ
の
修
復
を

　
第
十
三
回
W
F
B
タ
イ
大
会
を
記
念
し
、
全

仏
で
は
大
会
の
開
会
式
参
加
と
ビ
ル
マ
仏
蹟
巡

拝
を
行
な
っ
た
。
摩
尼
団
長
（
全
仏
文
化
専
門

委
員
）
、
中
村
事
務
局
長
（
全
仏
財
務
部
長
）
等

一
行
十
六
名
は
、
十
一
月
二
十
一
日
に
出
発
し
、

バ
ン
コ
ク
で
の
W
F
B
大
会
開
会
式
に
出
席
し

た
あ
と
、
二
十
四
日
ビ
ル
マ
の
ラ
ン
グ
ー
ン
に

到
着
し
た
。
以
下
は
中
村
部
長
よ
り
報
告
で
あ

る
。

ビ
ル
マ
仏
蹟
巡
拝
団
報
告

ビ
ル
マ
は
ち
ょ
う
ど
乾
期
で
、
一
年
中
で
一

番
気
候
の
良
い
時
と
い
う
事
で
し
た
が
、
暑
く

て
目
ま
い
の
す
る
ほ
ど
で
し
た
。
二
十
五
日
に

総
隈
の
町
パ
ガ
ン
に
飛
行
機
で
移
り
、
四
百
万

個
と
い
わ
れ
る
パ
ゴ
ダ
の
一
部
を
見
学
。

　
灼
熱
の
太
陽
と
風
で
、
赤
茶
け
た
パ
ゴ
ダ
は

雑
草
が
の
び
ほ
う
だ
い
で
廃
居
同
然
で
す
。
し

か
し
空
港
か
ら
ホ
テ
ル
に
向
う
途
中
で
み
る
無

数
の
パ
ゴ
ダ
や
寺
院
の
林
立
は
、
そ
の
昔
し
の

賑
わ
い
を
想
像
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
中
で
も
マ
ー
ナ
ン
ダ
寺
院
と
タ
ツ
ビ
イ
ン
ニ

ュ
ー
寺
院
は
最
も
大
き
な
建
築
物
で
、
白
亜
の

偉
容
が
、
ま
わ
り
の
今
に
も
く
ず
れ
落
ち
そ
う

に
な
っ
て
い
る
パ
ゴ
ダ
と
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
か
も
し
出
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
寺
院
を
参
拝
す
る
と
き
は
、
靴
下

も
ぬ
い
で
素
足
に
な
り
、
土
の
上
を
歩
か
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
、
慣
れ
な
い
私
た
ち
に
は
か
な

り
苦
痛
で
し
た
。
御
本
尊
は
金
色
の
身
丈
＋
メ

ー
ト
ル
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
大
仏
像
で
、
ど
の

仏
様
も
両
手
を
ひ
ろ
げ
、
手
の
ひ
ら
を
我
々
に

向
け
て
立
っ
て
い
る
の
が
何
を
意
味
す
る
の
か

解
か
り
か
ね
た
。

こ
の
パ
ガ
ン
は
、
ビ
ル
マ
を
南
北
に
流
れ
る

イ
ラ
ワ
ジ
川
の
流
域
に
開
け
た
仏
都
で
、
現
地

の
人
々
は
、
井
戸
を
中
心
に
部
落
を
形
成
し
、

ヤ
シ
の
葉
で
編
ん
だ
床
の
高
い
家
に
住
ん
で
い

る
。
産
業
も
こ
れ
と
い
っ
た
も
の
は
な
く
、
観

光
客
相
手
の
漆
塗
み
や
げ
や
、
焼
畑
で
大
豆
な

ど
を
作
っ
て
い
る
。
ビ
ル
マ
式
社
会
主
義
が
そ

の
中
に
あ
り
、
品
物
の
不
足
は
深
刻
で
、
子
供

た
ち
は
や
せ
こ
け
て
い
る
。
人
々
の
足
は
自
転

車
、
ト
ラ
ッ
ク
で
、
忌
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
に

糞
が
こ
ろ
が
っ
て
い
て
異
様
な
嗅
い
で
あ
る
。

全
体
的
に
み
て
パ
ガ
ン
の
町
は
、
一
二
八
七

年
蒙
古
の
侵
入
で
亡
ん
で
以
来
、
す
べ
て
の
も

の
が
止
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
が
す
る
。
民
衆
の

信
仰
の
中
心
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
寺
院
も
荒
れ

る
に
ま
か
せ
雑
草
の
中
に
建
っ
て
い
る
。

　
マ
ン
ダ
レ
ー
に
は
二
十
六
日
に
移
動
し
、
チ

ャ
ウ
ク
タ
ウ
ギ
・
パ
ゴ
ダ
の
巨
大
な
大
理
石
の

仏
像
、
シ
ュ
エ
ナ
ン
ド
ー
僧
院
の
す
ば
ら
し
い

彫
刻
、
サ
ガ
イ
ン
の
丘
に
あ
る
日
本
人
墓
地
で

の
回
向
な
ど
み
な
思
い
出
深
い
。

　
ビ
ル
マ
は
、
ル
ビ
ー
、
サ
フ
ァ
イ
ヤ
、
金
な

ど
の
鉱
物
資
源
は
豊
富
で
、
日
本
な
ど
の
技
術

援
助
が
あ
れ
ば
大
き
く
発
展
す
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
前
に
、
荒
廃
し
た
仏
蹟
を
何
と
か
保
存
す

る
方
法
は
な
い
も
の
か
と
心
を
痛
め
た
こ
と
を

付
記
し
て
報
告
を
終
り
ま
す
。
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葺
舞
鷲
難
磁
鱒
灘
灘
鑛

浄
土
宗
西
山
深
草
派
総
本
山
誓
願
寺
　
　
管
　
長
伴
　
　
　
義
台
　
　
宗
務
総
長
　
山
　
本
　
勝
　
隆
　
　
総
務
部
長
鵜
飼
　
慶
　
範
　
　
教
学
部
長
伊
　
藤
　
玄
　
法
　
　
本
山
部
長
中
村
　
恵
　
龍
　
京
都
市
中
京
区
新
京
極
六
角
下
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
桜
之
町
四
五
三
　
〒
側
〇
七
五
（
二
’
二
）
〇
九
五
八

撚
．
　
・
．
．
．
　
％
…
目
≡
鮮
度

総
本
山
醍
醐
寺
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁
誰
駐
岡
田
宥
秀
瓢
葎
嚴
岩
城
秀
雄
　
繍
務
部
節
大
沢
自
　
聚
猟
学
臨
斎
藤
明
道
野
部
賄
水
守
俊
英
　
京
都
市
伏
見
区
醍
醐
東
大
路
二
二
　
〒
㎝
脇
〇
七
五
（
五
七
一
）
○
○
〇
二

本
山
修
験
宗
　
管
　
長
岩
本
光
徹
　
宗
務
総
長
斉
　
藤
　
本
　
隆
　
財
務
部
長
伊
　
丹
　
光
　
淳
　
教
務
部
長
　
二
階
堂
　
俊
　
良
　
庶
務
部
長
宮
城
　
泰
　
年
　
京
都
市
左
京
区
聖
護
院
中
町
1
5
　
聖
護
院
内
跡
内
　
〒
㎜
　
〇
七
五
（
七
五
一
）
六
九
八
八

8一
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一
一
一
難
8
．
慧
懸
懲
譲
懸
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
“
　
　
　
・
V
麟
嬢
燃

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
総
本
山
智
積
院
法
務
所
儲
振
上
野
主
題
砂
壁
嚴
小
沢
照
禧
　
総
務
部
長
堀
　
井
　
隆
　
俊
　
教
学
部
長
高
　
野
　
一
　
能
　
教
化
部
長
吉
　
野
　
快
　
弘
　
法
務
部
長
佐
　
藤
　
良
　
盛
　
財
務
部
長
山
　
内
　
隆
散
縢
纏
小
峰
一
允
京
都
市
東
山
区
七
条
東
瓦
町
九
六
四
〒
晒
　
〇
七
五
（
五
四
一
）
五
三
六
一

真
言
宗
善
通
寺
派
総
本
山
善
通
寺
囎
銀
蓮
生
善
隆
　
綜
噸
嚴
阿
　
部
　
本
　
宣
　
総
　
鯉
山
　
地
　
善
　
真
　
香
川
県
善
通
寺
市
善
通
寺
温
潤
一
五
　
〒
窃
　
○
八
七
七
六
（
二
）
〇
一
一
ゴ

孝
道
教
団
　
統
　
理
岡
野
　
正
　
貫
　
副
章
理
岡
野
　
辮
子
横
浜
市
神
奈
川
区
鳥
越
三
八
〒
捌
　
〇
四
五
（
四
三
二
）
一
二
〇
一

u唄
香
ﾟ
繍
灘
押
◎
黒
榊
瀦
懸
難

真
宗
高
田
派
宗
務
院
　
宗
務
総
長
高
　
島
’
広
　
勝
　
総
　
務
織
田
　
弘
海
　
　
　
〃
　
清
水
谷
正
道
鍵
鶏
厭
望
月
光
照
三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
　
〒
脳
朋
〇
五
九
二
（
三
二
）
四
一
七
一

三
法
真
教
教
団
総
本
山
金
剛
寺
　
灯
　
主
小
倉
霊
現
大
阪
市
鶴
見
区
緑
三
一
四
－
二
二
〒
鋤
　
〇
六
（
九
一
一
）
二
一
〇
一
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，

…
欝
鷺
轄
難
難
聴
鴨
　
　
　
　
　
。
冒
…
　
●
“
，
　
●
耀
音
盤

新
義
真
言
宗
々
務
所
業
本
山
根
来
寺
齢
扱
加
藤
太
信
宗
務
総
長
広
　
沢
　
純
　
孝
報
欝
田
村
海
寂
和
歌
山
県
那
賀
郡
岩
出
町
〒
㎜
覗
〇
七
三
六
六
（
二
）
一
一
四
四

千
葉
県
仏
教
会
会
　
長
渡
部
　
日
銀
　
理
事
長
土
持
良
栄
千
葉
県
茂
原
市
下
太
田
一
五
六
五
　
　
　
　
　
萬
光
寺
内
〒
㎜
唄
〇
四
七
五
（
三
四
）
三
五
八
二

購
…
…
．
＝
顯
譜
面
◎
．
κ
　
　
日
“
轟
燃
禦
灘

真
言
宗
御
室
派
宗
務
所
総
本
山
　
仁
和
寺
陥
賑
立
部
瑞
祐
撫
離
橋
本
隆
応
職
務
濃
不
破
光
順
懲
濃
佐
藤
令
宜
鯛
務
比
肩
西
本
善
雄
　
華
務
長
手
嶋
千
俊
御
忌
事
務
局
長
大
林
　
実
　
昭
　
団
参
部
長
周
　
藤
　
真
　
雄
京
都
市
右
京
区
御
室
大
内
三
十
三
〒
㎝
　
〇
七
五
（
四
六
一
）
＝
五
五

真
言
宗
国
分
寺
派
大
本
山
国
分
寺
　
囎
振
西
・
公
教
　
宗
務
総
長
足
　
立
　
有
　
教
大
阪
市
大
淀
区
国
分
寺
一
の
六
の
＋
八
〒
謝
　
〇
六
（
三
五
一
）
五
六
三
七
㈹

財
団
法
人
埼
玉
県
佛
教
会
会
　
長
　
岩
崎
鳳
栄
副
会
長
　
山
本
道
隆
”
　
　
　
江
連
俊
則
常
務
理
事
　
　
河
　
野
　
亮
　
永
浦
和
市
高
砂
四
一
十
三
1
十
八
　
　
　
　
　
埼
仏
会
館
〒
錨
　
〇
四
八
八
（
六
一
）
二
＝
二
八

沖
縄
県
仏
教
会
会
　
長
骨
井
深
忍
　
副
会
長
糸
　
数
真
　
人
会
　
鼻
下
　
原
法
　
順
　
書
　
記
善
国
護
憲
那
覇
市
安
里
三
十
八
　
　
神
徳
寺
内
〒
臓
　
〇
九
八
八
（
六
七
）
五
八
九
四
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難
．
．
囚
鐸
灘
十
干
嚇
　
　
　
　
　
♂
“
　
●
罵

墨
壷
仏
教
会
会
　
長
伴
　
　
　
義
　
台
　
副
会
長
　
横
　
井
　
鶴
　
洲
　
　
〃
　
　
葉
　
上
　
照
　
澄
理
事
長
小
　
林
　
忍
　
戒
事
務
局
長
宮
　
城
　
泰
　
年
　
京
都
市
左
京
区
聖
護
院
中
町
一
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖
護
院
内
　
〒
㎝
　
〇
七
五
（
七
五
一
）
六
九
八
八

聖
観
音
宗
金
龍
山
浅
草
寺
　
東
京
都
台
東
区
浅
草
ニ
ー
三
－
一
　
〒
m
　
O
三
（
八
四
二
）
〇
一
八
一

購
懸
灘

≡

臨
済
宗
建
長
寺
派
大
本
山
　
建
長
寺
　
管
　
長
中
川
　
貫
道
　
宗
務
総
長
本
　
場
　
大
　
龍
　
総
務
部
長
高
　
橋
　
義
　
寛
　
法
務
部
長
雷
　
　
　
文
哲
　
教
学
部
長
清
　
田
　
保
　
南
　
財
務
部
長
渡
　
辺
　
尚
　
之
神
奈
川
県
鎌
倉
市
山
之
内
八
〒
脚
　
〇
四
六
七
（
二
二
）
〇
九
八
一

黄
葉
宗
　
宗
務
総
長
盛
　
井
　
了
　
道
奈
良
県
宇
治
市
五
ケ
庄
三
番
割
三
四
　
〒
㎝
　
〇
七
七
四
（
三
二
）
三
九
〇
〇

…．

O
一
制
駆
農
騰

日
光
山
輪
王
寺
　
門
　
跡
柴
田
昌
源
　
執
事
長
鈴
木
常
俊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
栃
木
県
日
光
市
山
内
二
三
〇
〇
〒
鋤
覗
〇
二
八
八
（
四
）
〇
五
一
三

東
寺
真
言
宗
　
代
表
役
員
木
　
田
宥
岳
京
都
市
南
区
九
条
二
一
番
地
　
〒
㎝
　
〇
七
五
（
六
七
二
）
三
七
一
七
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葺
惹
営
蓬
蕉
汽
舞
撚
湘
姻
囎
灘
漁
　
窺
噛
　
．
謡

三
連
宗
総
本
山
身
延
山
久
遠
寺
山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
〒
姻
2
5
0
五
五
六
六
（
二
）
一
〇
＝

大
本
山
　
成
田
山
新
勝
寺
　
貫
　
首
松
　
田
　
照
　
慮
千
葉
県
成
田
市
成
田
一
〒
郷
　
〇
四
七
六
八
二
二
）
二
＝
一

鎌
曽

神
奈
川
県
仏
教
会
　
　
　
会
長
貝
　
山
　
宣
　
泰
　
　
　
副
会
長
柴
　
田
　
敏
　
夫
　
　
　
　
　
　
小
　
崎
竜
　
雄
　
　
　
　
　
　
塚
　
田
　
弘
導
　
　
　
　
　
　
横
　
山
　
敏
　
明
　
　
　
役
員
一
同
　
神
奈
川
県
鎌
倉
市
小
町
1
の
1
2
の
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
覚
寺
内
　
〒
脇
〇
四
六
七
（
二
二
）
〇
四
九
〇

真
言
宗
智
山
派
大
本
山
　
高
尾
山
薬
王
院
　
貫
　
主
山
　
本
　
秀
　
順
　
東
京
都
八
王
子
市
高
尾
町
二
一
七
七
　
〒
鵬
　
〇
四
二
六
（
六
一
）
一
＝
五

．
≡
土
熱
謡
…
蕪
濯
爵
灘
鍵
灘

総
本
山
知
恩
院
　
　
門
　
跡
高
畠
寛
我
　
　
執
事
長
鵜
飼
隆
玄
　
　
　
　
　
局
内
執
事
一
同
京
都
市
東
山
区
林
下
町
四
〇
〇
〒
晒
　
〇
七
五
（
五
二
五
）
二
二
〇
〇

西
新
井
大
師
総
　
持
寺
東
京
都
足
立
区
西
新
井
一
の
一
五
の
一
　
〒
旧
　
〇
三
（
八
九
〇
）
二
一
二
四
五
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（
財
）
世
界
平
和
同
学
会
理
事
長
山
崎
良
順
　
長
野
県
諏
訪
市
霧
ケ
峰
強
清
水
　
一
三
三
三
八
－
二
七
　
電
話
　
〇
二
六
六
五
（
三
）
四
四
五
五
　
（
連
絡
所
）
新
宿
区
西
新
宿
　
三
一
一
四
一
一
七
　
電
話
　
〇
三
（
三
七
七
）
三
六
六
二

真
言
宗
中
山
寺
派
大
本
山
中
　
山
　
寺
宝
塚
市
中
山
寺
二
の
十
一
の
一
　
〒
鰯
〇
七
九
七
（
八
六
）
六
五
一
七

一
際
W
…
　
”
鞍
難
麗
…
灘

財
団
法
人
日
本
仏
教
鎭
仰
会
　
理
事
長
中
山
　
理
　
々
東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
二
一
五
⊥
ハ
亀
田
ビ
ル
内
〒
m
　
O
三
（
二
五
六
）
四
九
一
一

財
団
法
人
国
際
仏
教
興
隆
協
会
　
名
誉
総
裁
秦
　
　
　
慧
　
玉
　
理
事
長
巖
　
谷
　
勝
　
雄
　
　
　
　
　
役
　
員
　
一
　
同
東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
⊥
一
四
－
五
三
祐
天
寺
内
〒
塒
　
〇
三
（
七
一
一
）
七
六
〇
八

近
代
仏
教
研
究
会
　
理
事
長
　
壬
生
照
順
　
事
務
局
長
小
室
裕
充
　
東
京
都
台
東
区
元
浅
草
一
－
＋
七
⊥
一
　
華
蔵
垣
丙
　
〒
m
O
三
（
八
四
四
）
三
六
四
八

一13一



．
4
　
冒

や

全　　　　　仏
第3種郵便物認司昭和56年1月1日

鍛羅8蝦難i遜

遡籔
！繊

　
十
二
月
四
日
～
十
二
日
に
開
か
れ
る
国
際
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ゲ
ス
ト
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
イ
ン

ド
の
ブ
ナ
ジ
・
ガ
ー
ル
ド
氏
（
ジ
ャ
ワ
ハ
ラ
ル

ネ
ー
ル
法
科
大
学
長
）
は
、
第
士
二
回
W
F
B

タ
イ
大
会
参
加
の
あ
と
、
十
二
月
二
日
に
来
日

し
た
。
全
日
本
仏
教
会
は
同
氏
の
来
日
を
機
に
、

「
ガ
ー
ル
ド
氏
講
演
会
」
を
三
日
午
後
一
時
よ

り
、
京
都
・
平
安
会
館
に
お
い
て
各
宗
派
の
協

力
を
得
て
開
催
し
た
。

　
主
催
者
を
代
表
し
て
小
野
島
次
長
が
歓
迎
の

挨
拶
し
、
田
代
組
織
部
長
よ
り
ガ
ー
ル
ド
氏
を

紹
介
し
て
講
演
に
入
っ
た
。

　
ガ
ー
ル
ド
氏
は
、
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
差
別
の

実
態
」
と
題
し
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
や
、

カ
ー
ス
ト
制
度
、
不
可
触
民
の
規
則
、
不
可
触

民
の
権
利
回
復
な
ど
に
つ
い
て
約
一
時
半
半
に

わ
た
っ
て
講
演
し
た
。
（
講
演
要
旨
は
別
掲
）

　
こ
の
あ
と
参
加
者
か
ら
の
質
問
お
よ
び
討
論

が
行
な
わ
れ
、
勝
部
組
織
局
長
の
閉
会
の
辞
を

も
っ
て
閉
会
。
引
き
つ
づ
き
懇
親
会
が
も
た
れ

有
意
義
な
懇
談
が
行
な
わ
れ
た
。

　
　
【
写
真
は
講
演
す
る
ガ
ー
ル
ド
氏
】

イ
ン
ド
に
お
け
る
差
別
の
実
態

　
　
〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
問
題
〉

　
イ
ン
ド
に
は
、
宗
教
的
二
言
語
的
、
そ
し
て

後
進
階
級
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
社
会
経
済
的

な
、
三
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
存
在
し
て
い

る
。
社
会
経
済
的
と
い
う
新
し
い
要
素
を
加
え

て
い
る
の
は
、
イ
ン
ド
の
特
定
の
状
況
が
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
特
徴
を
も
つ
、
多
く
の
後
進

グ
ル
ー
プ
を
国
民
の
中
に
生
み
だ
し
て
き
た
か

（
P
・
P
・
ガ
ー
ル
ド
氏
講
演
要
旨
）

ら
で
あ
る
。

　
イ
ン
ド
社
会
の
階
層
性
を
主
に
規
定
し
て
い

る
の
は
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
と
い
え
る
。
ヒ
ン
ズ

ー
教
徒
は
、
回
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ど
他

の
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
自
由
に
交
流
し

そ
の
間
に
は
、
不
可
能
と
い
っ
た
考
え
方
は
な

い
。
し
か
し
大
部
分
が
以
前
の
不
可
触
民
で
あ

っ
た
後
進
階
級
の
人
々
の
場
合
に
は
、
多
数
者

京
都
・
平
安

会
館
で
開
く

と
し
て
国
を
支
配
し
て
い
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
か

ら
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
不
平
等
や
隔
離
の

扱
い
を
う
け
て
い
る
。
不
可
触
民
も
実
際
に
は

ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
だ
が
、
カ
ー
ス
ト
外
の
人
間
と

し
て
扱
わ
れ
、
人
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
不
可
触
民
の
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
〈
不
可
触
民
に
つ
い
て
V

　
不
可
触
の
起
源
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
す
で

に
二
千
五
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
て

い
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
社
会
は
、
四
つ
の
カ
ー
ス
ト

に
分
か
れ
て
い
る
。

　
①
バ
ラ
モ
ン
　
聖
典
の
研
究
と
教
授
に
携
り

宗
教
的
儀
式
を
司
っ
た
。

　
②
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
　
戦
闘
と
国
の
防
衛
を
任

務
と
し
た
武
士
。

　
③
バ
イ
シ
ャ
　
貿
易
や
取
り
引
き
な
ど
を
行

な
っ
た
。

　
④
ス
ー
ド
ラ
　
他
の
三
階
級
に
仕
え
不
可
触

民
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
ア
ー
リ
ア
人
は
、
分
業
に
も
と
つ
く
仕
事
の

違
い
に
よ
っ
て
、
自
か
ら
を
分
類
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
が
、
時
の
流
れ
と
共
に
、
生
ま
れ
に

よ
っ
て
カ
ー
ス
ト
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
り
、

数
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
き
、
今
日
の
カ
ー
ス
ト

制
度
へ
と
ひ
き
つ
が
れ
て
き
た
。

　
カ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
定
義

づ
け
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
セ
ナ
ー
ト
氏
（
フ

ラ
ン
ス
の
権
威
）
は
「
一
定
の
伝
統
を
も
つ
、

世
襲
性
の
強
い
緊
密
な
結
び
つ
き
を
も
つ
集
団

で
あ
り
、
長
お
よ
び
全
体
的
な
権
威
を
も
っ
た

集
ま
り
を
も
つ
際
に
会
し
、
あ
る
種
の
祭
典
に

あ
た
っ
て
論
議
す
る
合
議
体
を
も
っ
た
独
立
の

組
織
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
結
婚
、
食
べ
物
、

儀
式
上
の
汚
れ
の
問
題
に
関
係
す
る
共
通
の
職

業
で
結
び
つ
き
、
一
定
の
罰
や
規
定
に
よ
り
共

同
体
の
権
威
が
個
々
の
成
員
に
認
識
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
法
に
よ
る
支
配
を
行
な
っ
て
い
る
集

団
」
と
定
義
づ
け
、
ま
た
ネ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
氏

は
「
他
の
階
級
と
の
関
係
を
断
ち
、
自
ら
の
共

同
体
以
外
の
人
間
と
飲
食
し
た
り
、
結
婚
し
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
階
級
」
と
の
定
義
づ

け
を
し
て
い
る
。
H
・
リ
ズ
レ
重
盗
や
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
」
ド
英
語
辞
典
で
も
定
義
し
て
い
る

が
、
ど
れ
も
完
全
で
な
く
、
ま
た
正
確
と
も
い

え
ず
カ
ー
ス
ト
制
度
の
し
く
み
に
お
け
る
本
質

を
つ
か
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
わ
か
り
や
す

く
す
る
た
め
に
、
ヒ
ン
ズ
ー
社
会
に
存
在
す
る

不
可
触
性
の
形
態
と
性
格
に
つ
い
て
説
明
し
た

い
。
　
　
〈
不
可
触
性
の
形
態
と
性
格
V

　
紀
元
前
三
百
年
か
ら
二
百
年
に
か
け
て
、
ヒ

ン
ズ
ー
法
（
マ
ヌ
ス
ム
リ
テ
ィ
）
を
集
成
し
た

立
法
者
マ
ヌ
は
、
不
可
触
民
に
次
の
規
則
を
も

う
け
た
。

　
ω
財
産
に
つ
い
て
ー
ア
ジ
ャ
ニ
（
無
産
者
）

と
称
さ
れ
る
。
財
産
と
い
え
ば
犬
や
ロ
バ
で
あ

り
、
何
か
所
有
し
て
い
た
と
し
て
も
ス
ー
ド
ラ

に
は
そ
の
権
利
が
な
く
、
バ
ラ
モ
ン
は
没
収
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
職
業
に
つ
い
て
i
処
刑
執
行
人
で
あ
り
、

・
ま
た
死
体
運
び
、
清
掃
、
そ
の
他
の
卑
し
め
ら

れ
た
仕
事
を
し
、
他
の
三
つ
の
階
級
に
柔
順
に

一14一
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奉
仕
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
③
衣
服
に
つ
い
て
一
死
体
か
ら
と
っ
た
衣
服

お
よ
び
古
く
て
破
れ
た
衣
服
を
身
に
つ
け
な
く

て
は
い
け
な
い
。

　
ω
住
居
に
つ
い
て
1
山
の
上
、
森
の
中
や
墓

地
な
ど
村
の
外
に
住
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
。

　
⑤
教
育
に
つ
い
て
一
教
育
を
う
け
て
は
い
け

な
い
。

　
⑥
食
べ
物
に
つ
い
て
1
他
人
に
依
存
し
、
家

で
料
理
し
て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
物
乞
い
。

　
m
報
酬
に
つ
い
て
一
穀
物
の
か
ら
や
破
れ
た

ベ
ッ
ト
が
働
き
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
。

　
⑧
社
会
的
状
態
に
つ
い
て
一
だ
れ
に
も
触
れ

て
は
い
け
な
い
。
昼
間
は
村
の
中
に
入
っ
て
は

い
け
な
い
。

　
そ
の
他
に
も
種
々
の
規
則
が
あ
る
が
、
言
葉

を
か
え
れ
ば
不
可
触
民
は
、
見
て
も
触
れ
て
も

い
け
な
い
し
、
不
浄
な
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
、
不
可
触
民
を
み
た
と
き
は

鰻㈹…
“
　
　
「
不
可
触
民
」
の

…
u
　
解
放
に
取
り
組
む

㎜岬…　

@
　
P
．
P
・
ガ
ー
ル
ド
氏

”
い　
　
「
私
は
ア
ン
タ
チ
ャ
ブ
ル
（
不
可
触
民
）

㎜馳
の
出
身
で
す
。
私
た
ち
は
さ
わ
っ
て
も
汚
な

…　
い
、
見
て
も
汚
な
い
と
い
わ
れ
て
育
っ
た
。

…　
学
校
で
は
教
室
の
す
み
に
追
い
や
ら
れ
、
お

…．
び
え
て
小
さ
く
な
っ
て
い
た
…
…
」

…●
　
不
可
触
民
の
差
別
状
況
に
な
る
と
“
静
の

脚

悪
い
前
兆
だ
と
す
る
考
え
が
存
在
し
て
い
る
。

　
　
〈
不
可
触
民
の
権
利
回
復
V

　
イ
ン
ド
憲
法
第
十
七
条
で
「
不
可
触
制
は
廃

止
さ
れ
、
い
か
な
る
形
式
に
よ
る
慣
行
も
禁
止

さ
れ
る
。
」
と
あ
る
が
、
不
可
触
性
を
定
義
づ
け

て
い
な
い
。
こ
の
法
の
特
徴
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教

徒
だ
け
を
対
象
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

点
で
あ
る
。

　
（
宗
教
的
無
権
利
の
克
服
）
不
可
触
民
は
誰

で
も
、
同
じ
宗
教
を
信
仰
し
、
公
共
の
礼
拝
所

も
自
由
に
出
入
り
で
き
る
。

　
（
社
会
的
・
経
済
的
無
権
利
の
克
服
）
い
か

な
る
場
所
、
施
設
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
か
な
る
職
業
、
仕
事
に
も
っ
け
る
。
ど
こ
で

も
住
居
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
か
な
る

宗
教
行
事
も
参
加
で
き
る
。

　
同
様
に
教
育
機
関
も
開
か
れ
、
不
可
触
性
の

廃
止
と
い
う
理
念
に
も
と
づ
い
て
、
い
か
な
る

人
間
も
、
他
の
人
間
が
与
え
ら
れ
た
権
利
を
行

詰
3
…
●
一
3
…
三
ぎ
●
3
．
3
…
＝
3
隻
＝
3
…
「
・
2
呈
＝
3
…
＝
…
3
「
暑
…
…
…
＝
3
…
9
塾
ζ
3
§
…
＝
3
箋
＝
3
…
9
．
3
…
g
3
…
＝
3
…
9
亀
：
3
亀
ε
…
3
邑
竃
醗

劉
亀
§
＝
邑
3
・
2
邑
3
…
巴
3
亀
の
巴
3
亀
ε
3
．
§
三
ε
・
．
ε
●
3
§
邑
謬
董
巴
・
…
ε
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨

　
　
人
”
か
ら
激
し
く
燃
え
る
“
動
の
人
”
に
な

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
イ
ン
ド
の
人
。
約
六
億
・
う
ち
一
億
人
が
…

　
　
憲
法
で
身
分
制
は
廃
止
さ
れ
た
と
い
い
な
が
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
ら
「
不
可
触
民
」
と
し
て
、
ひ
ど
い
差
別
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
況
に
お
か
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
あ
っ
て
解
．

　
　
放
運
動
に
立
ち
あ
が
っ
た
仏
教
徒
で
あ
る
。
　
…

　
　
　
ヒ
ン
ズ
ー
教
は
？
　
「
人
間
に
平
等
は
な
岬

　
　
い
と
い
う
宗
教
が
人
権
を
認
め
る
で
し
ょ
う
…

　
　
か
」
。
仏
教
は
？
　
「
万
民
平
等
の
宗
教
」
じ
u

　
　
や
あ
、
日
本
の
仏
教
徒
の
人
権
感
覚
は
？
「
語
㎜

　
　
り
は
す
る
が
行
動
を
し
な
い
：
三
・
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朝
日
新
聞
よ
り
）
　
糊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

・
＝
＝
艦
3
＝
3
．
・
3
．
・
2
，
0
3
巴
3
＝
＝
8
3
＝
3
巴
●
3
・
3
艦
●
3
亀
■
巴
●
3
亀
■
巴
・
・
9
3
8
■
一
＝
3
鼠
■
3
亀
6
竃
■
3
亀
■
鑑
罰 話

す
る
こ
と
を
阻
害
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。　
　
〈
法
の
実
行
V

　
社
会
の
法
体
系
に
関
す
る
限
り
、
イ
ン
ド
は

お
そ
ら
く
、
も
っ
と
も
積
極
的
に
取
り
く
ん
で

い
る
国
の
一
つ
と
い
え
る
。
し
か
し
制
定
さ
れ

た
法
の
実
行
は
、
制
定
さ
れ
た
こ
と
で
義
務
を

果
た
し
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
が
あ
り
、
不
可
触

禁
止
法
の
効
力
は
、
他
の
法
律
の
中
で
も
っ
と

も
弱
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
我
々
は
、
し
ば
し
ば
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に

し
、
カ
ー
ス
ト
の
人
々
に
対
す
る
日
常
的
な
非

道
行
為
も
あ
げ
た
ら
き
り
が
な
く
今
日
ま
で
続

い
て
い
る
。
ホ
テ
ル
に
入
っ
て
な
ぐ
ら
れ
、
学

校
で
は
他
の
子
供
と
並
ん
で
す
わ
れ
な
い
こ
と

や
、
今
で
も
出
入
り
で
き
な
い
寺
院
も
あ
る
。

　
　
〈
究
極
の
目
的
〉

　
カ
ー
ス
ト
の
究
極
の
目
的
は
、
人
権
を
確
保

す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
実
現
は
国
連
を
通
じ

て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
多
数

派
を
占
め
る
人
々
や
、
カ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
苦

し
め
ら
れ
た
個
人
の
事
件
を
扱
う
世
界
共
通
の

人
権
裁
判
所
を
設
立
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
。
加
盟
国
の
同
意
に
も
と
づ
い
て
憲

章
が
手
直
し
さ
れ
れ
ば
、
国
内
的
な
問
題
が
、

人
権
擁
護
の
途
上
に
立
ち
は
だ
か
る
と
い
う
こ

と
は
起
っ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
差
別
撤
廃
へ

国
際
人
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
か
る

　
十
二
月
四
日
か
ら
の
人
権
週
間
を
機
に
、
部

落
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
差
別
の
実
態
と
解
放

運
動
を
世
界
に
訴
え
る
と
と
も
に
、
世
界
各
地

に
お
け
る
実
態
や
運
動
の
経
験
に
学
び
、
広
く

人
権
擁
護
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
、
六
日
か
ら

「
国
際
人
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
か
れ
た
。

　
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
外
国
か
ら
も
ロ

ジ
ャ
ー
・
ヨ
シ
ノ
・
ア
リ
ゾ
ナ
大
教
授
、
マ
ー

チ
ン
・
カ
ネ
コ
・
ウ
ィ
ー
ン
大
講
師
、
カ
ト
リ

ー
ヌ
・
カ
ド
ウ
・
パ
リ
大
研
究
員
、
ポ
パ
ト
ラ

オ
・
ガ
ー
ル
ド
・
ネ
ー
ル
法
科
大
学
長
な
ど
も

ゲ
ス
ト
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
し
、
全
国
か
ら

も
加
盟
宗
派
よ
り
多
数
が
出
席
す
る
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
熱
の
こ
も
っ
た
報
告
、
討
議
が
な
さ
れ

た
。　
六
日
は
、
大
阪
商
工
会
議
所
を
会
場
に
し
て

「
諸
外
国
か
ら
み
た
日
本
の
部
落
問
題
」
を
テ

ー
マ
に
、
部
落
解
放
研
究
所
・
原
田
言
言
理
事

長
が
「
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
す
こ
と
が
、
人

類
の
最
大
課
題
で
あ
る
」
と
基
調
提
案
で
強
調

し
た
あ
と
、
ゲ
ス
ト
メ
ン
バ
ー
の
報
告
な
ど
が

行
な
わ
れ
た
。

　
八
日
は
、
同
所
で
「
諸
外
国
に
お
け
る
差
別

の
実
態
と
人
権
擁
護
の
と
り
く
み
」
を
テ
ー
マ

に
引
き
続
き
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
な
わ
れ
た
。

　
十
日
は
、
大
阪
中
央
公
会
堂
で
集
会
が
開
か

れ
、
講
演
の
あ
と
ア
ピ
ー
ル
採
択
が
あ
っ
た
。

　
十
二
日
は
、
東
京
集
会
が
朝
日
新
聞
東
京
本

社
ホ
レ
ル
で
開
催
さ
れ
、
武
者
小
路
国
連
副
学

長
な
ど
の
講
演
に
つ
づ
い
て
、
「
一
切
の
差
別
を

撤
廃
し
、
真
の
平
和
確
立
の
た
め
全
力
を
あ
げ

る
」
と
の
ア
ピ
ー
ル
を
採
択
し
閉
会
し
た
。
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築
山
管
長
の
晋
山
式

　
真
言
宗
豊
山
派
の
総
本
山
長
谷
寺
で
は
、
十

一
月
十
二
日
午
後
一
時
よ
り
、
築
山
定
誉
新
管

長
・
化
主
の
晋
山
式
を
行
な
っ
た
。

　
式
は
川
田
前
管
長
を
は
じ
め
宗
内
重
役
の
他

に
真
言
鋸
山
な
ど
多
数
が
参
列
し
、
法
楽
等
の

あ
と
、
築
山
化
主
が
願
文
表
白
、
垂
示
を
読
み

あ
げ
た
。

　
祝
辞
は
智
山
派
・
上
野
管
長
、
全
仏
・
武
田

常
務
理
事
（
浄
土
宗
宗
務
総
長
）
、
勝
又
大
正
大

学
長
等
が
次
々
と
述
べ
る
な
ど
盛
儀
で
あ
っ

た
。

　
村
瀬
管
長
の
晋
山
式

　
黄
漿
宗
の
新
管
長
と
な
ら
れ
た
村
瀬
玄
妙
狸

下
の
晋
山
式
が
、
大
本
山
万
福
寺
で
、
十
一
月

九
日
盛
大
に
厳
修
さ
れ
た
。

　
式
は
法
堂
に
宗
内
外
一
千
名
が
参
列
、
村
瀬

管
長
は
力
強
く
法
語
を
述
べ
る
な
ど
古
式
に
則

り
厳
粛
に
行
な
わ
れ
、
林
田
京
都
府
知
事
、
井

●’』蓑

表
紙
の
写
真

1
1
「
大
荒
行
」
一
1

…娼

@
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
翌
年
の
二
月
十

．一

冾
ﾜ
で
の
寒
中
一
百
日
目
日
蓮
宗
の
大
荒
行

　
が
正
中
山
蒙
経
寺
（
千
葉
県
市
川
市
）
で

　
行
な
わ
れ
る
。

訊　
　
そ
の
む
か
し
、
日
蓮
聖
人
か
ら
京
都
の
開

一．

D

“
教
を
依
嘱
さ
れ
た
日
像
上
人
が
、
日
蓮
聖
人

一ド　
　
　
昭
和
五
十
六
年
　
一
月
一
日
発
行

　
　
　
　
　
　
一
月
号
　
第
二
六
五
号

出
元
官
房
長
官
等
の
祝
辞
も
、

た
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

新
官
長
の
徳
を

難
民
救
援
寄
金

島
根
県
仏
教
会
　
　
　
　
六
七
、
○
○
○
円

　
　
…
事
務
総
局
録
事
（
＋
二
旦

　
三
日

　
五
日

　
六
日

　
八
日

　
十
日

十
二
日

十
五
日

十
八
日

十
九
日

二
十
日

　
二
十
三
日

　
二
十
五
日

の
あ
と
を
つ
い
で
、
難
に
耐
え
て
正
法
を
弘
一
　
”

め
る
我
が
信
力
を
試
す
た
め
、
鎌
倉
由
井
ケ
「
…

浜
で
寒
中
百
日
の
荒
行
を
行
な
っ
た
の
に
は
編

じ
ま
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
漏

　
午
前
三
時
か
ら
二
時
間
お
き
に
水
を
か
ぶ
口
…

り
、
身
心
を
浄
め
て
、
読
経
三
昧
の
生
活
。
　
畠
…

粥
を
す
す
り
、
薄
い
衣
で
寒
気
に
耐
え
、
自
吊
…

ら
の
信
力
を
高
め
て
い
く
。
そ
し
て
得
ら
れ
一
…

た
信
力
と
経
力
に
よ
っ
て
、
人
を
教
化
し
て
一
”
…

い
く
修
法
師
と
な
る
。
文
字
通
り
命
を
か
け
　
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

た
自
行
化
他
に
わ
た
る
大
荒
行
で
あ
る
。
　
　
鴨
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［

　
　
　
　
発
行
人
　
日
　
野
　
照
　
護

　
　
　
　
編
集
人
　
安
　
本
　
利
　
正

ガ
ー
ル
ド
氏
講
演
会

局
内
会
議

人
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
大
阪
）

　
　
ク
　
　
　
　
　
（
ク
）

　
　
ク
　
　
　
　
　
（
ク
）

　
　
ク
　
　
　
　
　
（
東
京
）

収
益
事
業
範
囲
改
正
対
策
委
員
会

税
務
対
策
委
員
会

同
和
特
別
委
員
会

京
都
府
仏
へ

　
局
内
会
議

　
業
務
納
め

圓ψψ紳
師蝉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
広
く

ゆ炉　
　
花
ま
つ
り
の
行
事
は
年
々
盛
大
に
行
な
わ

ゆ

酬
れ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
全
国
的
に
浸
透
せ

評
し
め
る
た
め
、
全
日
本
仏
教
会
で
は
写
真
の

剛
　
よ
う
な
統
一
し
た
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
、
広
く

　
乙
利
用
頂
け
る
よ
う
頒
布
し
て
お
り
ま
す
。

噸脚
　
明
る
い
春
の
野
に
静
か
に
立
っ
て
、
天
と

隔　
地
を
さ
す
お
釈
迦
さ
ま
の
姿
は
、
見
る
人
の

卿　
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

畔雌
　
左
記
の
要
領
に
て
頒
布
い
た
し
ま
す
の
で

～
繋
難
語
繕
言
保

　　　　　　　　　ド

盤

統
一
し
て
ご
利
用
下
さ
い
1
1

i職灘

　
◎
サ
イ
ズ
　
七
四
発
、
ノ
×
五
二
耗
ン

　
◎
定
　
価
　
一
枚
　
百
円

　
　
　
送
料
実
費

◎
申
込
先
蟻
三
田
一
両

　
　
　
　
　
　
化
部
花
ま
つ
り
係
　
　
　
　
　
剛

※
送
付
に
時
間
の
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
ψ

す
の
で
・
お
早
め
に
お
申
込
み
下
さ
い
・
毎
ゆ

年
ギ
リ
ギ
リ
の
申
込
み
で
四
月
八
日
置
間
に
ψ

合
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
…
…
。
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬 ぬ

蜘
謹
言
三
義
一
一
ξ
藝
一
一
罫
≧
二
三
三
三
圭
看
言
互
‘
垂
・
ξ
垂
言
三
己
一
言
皇
誓
三
誓
・
三
筆
三
重
亨
三
議
言
ξ
垂
・
三
桑
三
…
罫
藝
響
三
警
歪
垂
3
一
邑
塾
至
三
垂
ξ
‘
垂
も

発
行
所
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
－
＋
三

電
話
〇
三
（
四
二
七
）
九
二
七
五
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